
貸金業法第１４条および第２３条に関する貸付条件等の掲示 令和６年６月２日現在

貸金業取扱主任者  毛利 辰男 トキワフィナンシャルサービス株式会社

会社法人等番号：１２００－０１－２６２１０６

貸金業者登録番号 （１）第１３０２９

商  品  名

ご利用いただける方

貸付の種類

お使いみち

貸付の最高限度額

ご利用金額

ご利用期間

貸付の利率

利息の計算

ご返済日

事務手数料（税込み）

賠償額の元本に対する割合（遅延損害金）

ご返済方式、返済期間、返済回数

担保に関する事項

保証人

主な返済例

金銭の貸借の媒介

媒介の手数料の割合

媒介手数料の計算方法

その他

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関

※貸付利率は経済情勢により変更する場合があります。

※当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は、日本貸金業協会、貸金業相談・紛争解決センターです。

名称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2F  電話番号：03-5739-3861

事業を営んでる個人事業主・法人の方（これからの創業者も含む）

事業資金（運転資金、設備資金、借換資金等）

１０万円以上１億円以内（１０万円単位）

1ケ月以上６０ケ月以内

原則毎月２８日（銀行休業日、祝日等の場合は翌営業日、他日のご要望あれば調整いたします。）

証書貸付

１億円

利息の計算方法：単利、残債方式、後取り   利息の計算期間：貸付の翌日から弁済の当日までとする

ご利用期間１２ケ月以下は１１,０００円、１３ケ月以上～３６ケ月以下は３３，０００円、３７ケ月以上は５５,０００円【繰上返済手数料不要】

連帯保証人（状況によりお願いしております。）

・手形貸付の媒介

・証書貸付の媒介

・極度方式基本契約の媒介

媒介に関わる貸付金額×媒介手数料率＝媒介手数料金額

担保の種類：不動産、売掛金、自動車、動産、ソフト

・お申込みに当たっては弊社所定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添いかねる場合もございますが、その場合お断りする理由及び内容についてはご説明出来ませんのでご了承下さい。

・審査結果のご連絡日から実際のお借入日までの期間が１ケ月を超える場合には再審査をさせていただきます。

・お借り入れ後の返済方法の変更には原則対応いたしかねます。

ご融資額  借入元本：１０，０００，０００円  借入利率：１５．００％（実質年率１５．００％）

返済方式：元利均等方式  返済期間：５年  毎月ご返済額：２９１，０００円

媒介手数料：５．００％（上限）

貸 付 条 件 表

トキワクイックビジネスローン

実質年率 ３.００％～２０.００％（※適用金利は審査結果によって決定、年３６５日【うるう年は３６６日】の日割り計算といたします。）

実質年率上限 ２０．００％（年３６５日【うるう年は３６６日】の日割り計算といたします。）

・元利均等返済方式・元金均等返済方式：元本への返済約定日原則毎月２８日、返済期間２～６０ケ月、返済回数２～６０回

・一括返済方式：元本への返済約定日原則毎月２８日、返済期間１～６０ケ月、返済回数１回

・定額リボルビング方式：元本への返済約定日原則毎月２８日、元本充当の規定あり、返済期間・返済回数についてはご相談の上決定いたします。

・自由返済方式：元本への返済約定日毎月原則２８日、元本充当の規定あり、返済期間・返済回数についてはご相談の上決定いたします。


